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第1章 総 則

第1条 日本医学放射線学会画像診断管理認証制度（以下「認証制度」）は、画像診断管理認証施設（以下「認証施設」）を認定することにより、医療機関における医療画像の撮影、診断及びそれらの管理が適切に実施されることを推進し、すべての国民がより安全に医療画像を利用できる環境を構築することを目的とする。

第2条 認証施設は、より安全に質の高い医療を提供するため、適切な画像情報の管理、プロトコル管理及び被ばく線量管理等を実施している施設をいう。

第3条 日本医学放射線学会（以下「本学会」）の理事長（以下「理事長」）は、画像診断管理認証制度委員会（以下「認証制度委員会」）が適格と認めた医療機関を認証施設として認定する。 

第２章 認証施設 

第4条 「エックス線CT 被ばく線量管理指針」に基づき、適切な線量管理体制、被ばく線量の記録、撮影プロトコル、被ばく線量管理、CT装置の品質管理、線量調査への参加を行っている医療機関に対し、画像診断管理認証施設の認定書を授与する。 

第３章 委員会 

第5条 画像診断認証制度の運営のための事項を審議する機関として、認証制度委員会を置く。 
２ 認証制度委員会は、つぎの各号の委員をもって組織する。 
（1）本学会理事会において選出された担当理事 
（2）本学会代議員会において選出された候補者の中より、理事長が委嘱した委員 
（3）その他、理事長が必要とする者若干名 
３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
４ 認証制度委員会に委員長および副委員長を置く。委員長は第 2 項第 1 号の担当理事 をもってあて、副委員長は委員長の指名によりこれを定める。 
５ 認証制度委員会は、委員長が招集するものとする。 
６ 認証制度委員会は、次の各号の業務を行う。 
（1）この規程の細則の制定ならびに変更に関すること。 
（2）認証施設の認定に関すること。 
（3）認証施設認定書の作製，交付に関すること。 
（4）認証施設更新制度に関すること。 
（5）認証施設の取消し、およびこれの公表に関すること。 
（6）その他の認証制度に関すること。 

第6条 認証制度委員会は、業務を円滑に遂行するために、小委員会を設置することができる。 

第４章 認証施設の認定

第7条 次の各号の条件をすべて満たした医療機関を認証施設とし認証施設認定書を与える。
 (1) 医療機関であること
(2) エックス線ＣＴ被ばく線量管理指針に沿って適切な被ばく線量管理を実施している施設であること。

第8条 認証施設の審査を受けようとする医療機関は、別に定める所定の書類に認定料を添えて期日までに、理事長に提出しなければならない。 

第9条 認証制度委員会は申請があった医療機関の審査を行なう。 
２ 審査は毎年 1 回実施され、届出の期限等は本学会のホームページ、学会誌などに公示する。

第10条 理事長は、認証制度委員会により認証施設として適格と認められた医療機関に対して、認証施設と認定し、理事長名の認定書を交付する。 

第５章 認証施設の更新・取り消し・再認定 

第11条 認証施設の認定は取得後1年毎に更新するものとする。

第12条 認証制度委員会は認証施設の更新について審査する。
　　　　審査に関しては、サイトビジットによる直接審査も含まれる。

第13条 認証施設として認定された医療機関が、つぎの各号のいずれかに該当する場合、理事長は認定を取消すことができる。 
（1）第8条に掲げる文書の記載事項に事実と重大な相違があると判断されるとき。 
（2）医療機関でなくなったとき。 
（3）認証制度委員会が認定の取り消しが妥当と判断したとき。 

第14条 認証施設の認定を失った施設が再認定を望む場合には、認定喪失理由とそれが消滅した事実を記載した書面を添付し、文書をもって理事長に対し再認定を申請する。

２　認証制度委員会は、理事長からの委嘱を受けて、前項の申請した施設に対し再認定に 必要な資料の提出を求め、その申請を審査しその結果を理事長へ報告する。
３　理事長は、前項の報告が再認定を相当と認める場合は、当該施設を認証施設と認定し、理事長名の認定証書を交付する。 

第６章 規程の改廃 

第15条 この規程は，本学会の理事会の決定により改正または廃止することができる。 


